
条文

・ 条例全体が統一的な表現となるように文言の修正を行いました。

・ 町田市が目指す姿を表現するために文言の修正を行いました。

・ 第１１条の事業者の責務について、わかりやすくするために整理し、具体的な表現に規定を改めました。

下の表の見方

・ 右側にある条文は、第５回（仮称）子どもにやさしいまち条例検討部会（以下「条例検討部会」）時点の条例（案）です。

・ 左側にある【新】素案は、２０２２年度第４回町田市子ども・子育て会議後、条例検討部会や町田市子ども・子育て会議でいただいた意見を基に

作成した条例（案）で、この案をパブリックコメント（以下「パブコメ」）の素案としています。

・ 変更点の分類は、【修正】【追加】【整理】【変更なし】です。

※【整理】は文章や項又は号の並び順を整えたものとなります。

第１章　総則

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

１ 目的 1 - -

この条例は、子どもの健やかかつ豊
かな成長を願い、子どもにとって大
切な権利を明らかにし、その保障
に関し必要な事項を定めることによ
り、子どもにとっての最善の利益が
図られ、互いに支え合い、子ども
が幸せに暮らすことができる子ども
にやさしいまちを実現することを目
的とします。

【追加】
【修正】

・子どもの権利を条例によって
示すことを強調するため、文言
を追加しました。

・町田市が目指す姿の一つとし
て文言を追加しました。

目的 - -

この条例は、子どもの健やかかつ豊
かな成長を願い、子どもにとって大
切な権利及びその保障に関し必要な
事項を定めることにより、子どもに
とって最善の利益が尊重され、子ど
もが幸せに暮らすことができる子ど
もにやさしいまちを実現することを
目的とします。

2 - -
この条例において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによります。

【修正なし】 - - -
この条例において、次の各号に掲げ
る用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによります。

3 - 1

子ども　町田市（以下「市」とい
う。）内に居住し、通学し、通勤
し、又は遊びその他の目的で滞在す
る１８歳未満の者その他これらの者
と等しく権利を認めることが適当で
あるとして市長が認める者をいいま
す。

【修正なし】 - - 1

子ども　町田市（以下「市」とい
う。）内に居住し、通学し、通勤
し、又は遊びその他の目的で滞在す
る１８歳未満の者その他これらの者
と等しく権利を認めることが適当で
あるとして市長が認める者をいいま
す。

4 - 2

保護者　親及び児童福祉法（昭和２
２年法律第１６４号）第６条の４に
規定する里親その他の親に代わり子
どもを養育する者をいいます。

【修正なし】 - - 2

保護者　親及び児童福祉法（昭和２
２年法律第１６４号）第６条の４に
規定する里親その他の親に代わり子
どもを養育する者をいいます。

5 - 3

施設　市内にある児童福祉法第７条
第１項に規定する児童福祉施設、学
校教育法（昭和２２年法律第２６
号）第１条に規定する学校、社会教
育法（昭和２４年法律第２０７号）
に規定する社会教育に関する施設そ
の他これらに類する施設のうち、子
どもが育ち、学ぶために利用する施
設をいいます。

【修正なし】 - - 3

施設　市内にある児童福祉法第７条
第１項に規定する児童福祉施設、学
校教育法（昭和２２年法律第２６
号）第１条に規定する学校、社会教
育法（昭和２４年法律第２０７号）
に規定する社会教育に関する施設そ
の他これらに類する施設のうち、子
どもが育ち、学ぶために利用する施
設をいいます。

2

「（仮称）町田市子どもにやさしいまち条例」（案）条文　新旧比較表

項番
【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

定義 定義2

資料 ７
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第２章　子どもの権利

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

6 -
子どもには、安心して生きるため
に、主として次に掲げる権利が保
障されなければなりません。

【修正なし】 - -
子どもには、安心して生きるため
に、主として次に掲げる権利が保障
されなければなりません。

7 1 命が守られ、尊重されること。 【修正】 文言の一部を修正しました。 1
命が守られ、命が尊重されるこ
と。

8 2
愛情及び理解をもって育まれるこ
と。

【修正なし】 - 2
愛情及び理解をもって育まれるこ
と。

9 3
健康に配慮され、適切な医療を受
けられること。

【修正】
表現を統一するため、文言の一
部を修正しました。

3
健康に配慮され、適切な医療が受け
られること。

10 4
暴力、いじめ、虐待その他の権利の
侵害（以下「暴力等」という。）
を受けず、放置されないこと。

【修正なし】 - 4
暴力、いじめ、虐待その他の権利の
侵害（以下「暴力等」という。）を
受けず、放置されないこと。

11 -

子どもには、健やかかつ豊かに成長
するために、主として次に掲げ
る権利が保障されなければなりませ
ん。

【修正なし】 - -
子どもには、健やかかつ豊かに成長
するために、主として次に掲げる権
利が保障されなければなりません。

12 1
安心して休息し、自由に遊び、及び
学びたいことを学ぶこと。

【修正なし】 - 1
安心して休息し、自由に遊び、及び
学びたいことを学ぶこと。

13 2
様々な芸術、文化及びスポーツに触
れ、かつ、親しむこと。

【修正なし】 - 2
様々な芸術、文化及びスポーツに触
れ、かつ、親しむこと。

14 3
個性及び他者との違いが認められ、
ありのままの自分でいることがで
きること。

【修正なし】 - 3
個性及び他者との違いが認められ、
ありのままの自分でいることがで
きること。

15 4

成長に応じて抱える悩み又は困りご
とについて、相談をすることがで
き、助言その他の支援を受けられる
こと。

【修正】
他の条項と表現を合わせ、文言
の一部を削除しました。

4

子どもが成長に応じて抱える悩み
又は困りごとについて、相談をする
ことができ、助言その他の支援を受
けられること。

16 -

子どもには、自分を守り、又は守ら
れるために、主として次に掲げ
る権利が保障されなければなりませ
ん。

【修正なし】 - -

子どもには、自分を守り、又は守ら
れるために、主として次に掲げ
る権利が保障されなければなりませ
ん。

17 1
暴力等を受けたときに保護及び支
援を受け、並びに救済を求めるこ
とができること。

【修正】 文言の一部を修正しました。 1
暴力等を受けたときに保護、支援及
び救済を求めることができること。

18 2
成長が阻害される状況から保護され
ること。

【修正なし】 - 2
成長が阻害される状況から保護され
ること。

19 3
子どもであることその他いかなる理
由によっても不当な扱いを受けない
こと。

【修正なし】 - 3
子どもであることその他いかなる理
由によっても不当な扱いを受け
ないこと。

20 4
自分に関する情報を不当に利用され
ないこと。

【修正なし】 - 4
自分に関する情報を不当に利用され
ないこと。

21 5

障がいがあること、経済的に困難な
状況にあることその他自分の置か
れた状況に応じて、必要な支援を
受けられること。

【修正】
第４条（４）と合わせ、文言を
修正しました。

5

障がいがあること、経済的に困難な
状況にあることその他自分の置かれ
た状況に応じて、必要な支援を求め
ることができること。

守られる
権利

5 -
守られる
権利

5 -

-

育つ権利 4 - 育つ権利 4 -

項番
【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

生きる
権利

3 -
生きる
権利

3

2／6



第２章　子どもの権利

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

22 -

子どもには、自分にかかわることに
ついて参加するために、主として次
に掲げる権利が保障されなければな
りません。

【修正なし】 - -

子どもには、自分にかかわることに
ついて参加するために、主として次
に掲げる権利が保障されなければな
りません。

23 1

自分の意見又は考え（以下「意見
等」という。）を表明する機会が
与えられ、意見等を表明することが
できること及びその意見等が尊重
されること。

【修正なし】 - 1

自分の意見又は考え（以下「意見
等」という。）を表明する機会が
与えられ、意見等を表明することが
できること及びその意見等が尊重
されること。

24 2
自分に必要な知識及び情報を得るこ
とができること。

【修正なし】 - 2
自分に必要な知識及び情報を得るこ
とができること。

25 3
自分の意思で仲間をつくり、仲間と
集い、及び仲間と活動すること。

【修正なし】 - 3
自分の意思で仲間をつくり、仲間と
集い、及び仲間と活動すること。

26 1 -

大人は、子どもが幸せに暮らすこ
とができるよう、子どもにとって
大切な権利を保障しなければなりま
せん。

【修正】
第１条に合わせるため、文言を
修正しました。

1 -

大人は、子どもが自由に安心して成
長できるよう、子どもにとって大切
な権利を保障しなければなりませ
ん。

27 2 -

大人は、子どもが自分の権利につい
て理解し、自分を大切にすること及
び自分以外の人を大切にする豊かな
価値観を持つ人間になることができ
るよう支援しなければなりません。

【修正なし】 - 2 -

大人は、子どもが自分の権利につい
て理解し、自分を大切にすること及
び自分以外の人を大切にする豊かな
価値観を持つ人間になることができ
るよう支援しなければなりません。

28
保護者の
責務

8 - -

保護者は、子どもの養育、発達及び
権利の保障について最も重要な責任
をもつべき存在であることを自覚
し、子どもにとっての最善の利益
は何かを考えて、子どもを養育しな
ければなりません。この場合におい
て、保護者は、必要に応じて市に
相談し、及び支援を求めるものと
します。

【追加】
【修正】

・文言の一部を追加しました。

・保護者の「責務」として認識
されるようにするため文言を修
正しました。

保護者の
責務

8 - -

保護者は、子どもの養育、発達及び
権利の保障について最も重要な責任
をもつべき存在であることを自覚
し、子どもにとって最善の利益は何
かを考えて、子どもを養育しなけれ
ばなりません。この場合において、
保護者は、市に相談し、及び支援を
求めることができます。

【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

-6
参加する
権利

-6
参加する
権利

項番
【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点

大人の
責務

7 7
大人の
責務
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第３章　子どもの権利を保障する大人の責務

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

29 -

施設関係者は、子どもが学び、体
験、遊び等を通じて健やかかつ豊
かに育つことができるようにする
ため、市、保護者及び地域住民と協
力して、次に掲げることに取り組ま
なければなりません。

【追加】
第１条に合わせるため、文言の
一部を追加しました。

-

施設関係者は、子どもが学び、体
験、遊び等を通じて健やかに育つこ
とができるようにするため、市、保
護者及び地域住民と協力して、次に
掲げることに取り組まなければなり
ません。

30 1
施設の安全を確保し、子どもが安心
して過ごせる場所をつくること。

【修正なし】 - 1
施設の安全を確保し、子どもが安心
して過ごせる場所をつくること。

31 2
子どもが健康で自立した生活を送る
ために必要な知識を学ぶことができ
るように支援を行うこと。

【修正なし】 - 2
子どもが健康で自立した生活を送る
ために必要な知識を学ぶことができ
るように支援を行うこと。

32 3

悩みその他の生活上の困難を乗り越
えて豊かな人生を切り拓くことがで
きるように、子どもが持つ可能性及
び能力を最大限に伸ばすこと。

【修正なし】 - 3

悩みその他の生活上の困難を乗り越
えて豊かな人生を切り拓くことがで
きるように、子どもが持つ可能性及
び能力を最大限に伸ばすこと。

33 4
子どもが失敗及び過ちを犯してもや
り直し、成長できるように、適切な
助言及び支援を行うこと。

【修正】 文言の一部を修正しました。 4
子どもが失敗及び過ちを犯してもや
り直し、成長できるように、適切な
助言や支援を行うこと。

34 -

地域住民は、子どもが生活する地域
で安心して暮らし、健やかかつ豊
かに育つことができるようにするた
め、次に掲げることに取り組むよう
努めなければなりません。

【修正】
第１条に合わせるため、文言を
修正しました。

-

地域住民は、子どもが生活する地域
で安心して暮らし、心豊かに育つ
ことができるようにするため、次に
掲げることに取り組むよう努めなけ
ればなりません。

35 1
子どもがありのままの自分でいるこ
とができる場所又は多様な人と触れ
合える環境をつくること。

【修正なし】 - 1
子どもがありのままの自分でいるこ
とができる場所又は多様な人と触れ
合える環境をつくること。

36 2
市が行う子育てしやすい環境づくり
に協力すること。

【修正なし】 - 2
市が行う子育てしやすい環境づくり
に協力すること。

37 -

事業者は、子どもが健やかに育つこ
とができるようにするため、次に掲
げることに取り組むよう努めなけれ
ばなりません。

【修正なし】 - - -

事業者は、子どもが健やかに育つこ
とができるようにするため、次に掲
げることに取り組むよう努めなけれ
ばなりません。

38 1

子どもを養育する従業者が子育て
と仕事を両立することができるよ
う、子育てしやすい職場環境を作
ること。

【修正】
事業者としての責務をわかりや
すくするために整理し、具体的
な表現に規定を改めました。

- 1

事業者としての社会的責任を認識し
た事業活動を行うとともに、子ども
の社会的自立に向けた人材育成及び
社会人教育を行うこと。

39 2
子どもと共に働く従業者が子ども
の権利について理解を深めること
ができる取組を行うこと。

【修正】
法令では一般的に従業「者」が
使われていることが多いため、
修正しました。

- 2
子どもと共に働く従業員が子ども
の権利について理解を深めることが
できる取組を行うこと。

40 3
その事業活動が子どもの権利の侵
害につながることのないよう適切
な配慮を行うこと。

【修正】
事業者としての責務をわかりや
すくするために整理し、具体的
な表現に規定を改めました。

41 1 -

市は、子どもの権利を保障するた
め、保護者、施設関係者、地域住民
及び事業者と連携し、及び協力し
て、子どもに関する施策を実施しま
す。

【修正なし】 - 1 -

市は、子どもの権利を保障するた
め、保護者、施設関係者、地域住民
及び事業者と連携し、及び協力し
て、子どもに関する施策を実施しま
す。

42 2 -

市は、保護者、施設関係者、地域住
民及び事業者が、それぞれの責務を
果たすことができるよう必要な支援
を行います。

【修正なし】 - 2 -

市は、保護者、施設関係者、地域住
民及び事業者が、それぞれの責務を
果たすことができるよう必要な支援
を行います。

項番
【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

事業者の
責務

11 -

市の責務 12

該当なし

事業者の
責務

11

市の責務 12

施設関係
者の責務

9 -
施設関係
者の責務

9 -

地域住民
の責務

10 - 10
地域住民
の責務

-
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第４章　子どもの権利の保障の推進

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

43 1 -
市は、子どもの権利に対する関心
を高め、理解を深めるため、必要
な広報啓発活動を行います。

【整理】
関心を高めてから理解を深める
のが一般的なため、順番を入れ
替えました。

1 -
市は、子どもの権利に対する理解を
深め、関心を高めるため、必要な広
報啓発活動を行います。

44 2 -

市は、子どもの権利が市外において
も広く保障されるよう、子どもの権
利の保障について他の地方公共団体
との連携及び協力を図ります。

【修正】 文言の一部を修正しました。 2 -

市は、子どもの権利が市外において
も広く保障されるよう、子どもの権
利の保障について他の地方公共団体
と連携及び協力を図ります。

45 1 -

市、保護者、施設関係者、地域住
民及び事業者は、子どもへの暴力
等を防止するために必要な対策を
講じるとともに、暴力等の早期発見
に努めます。

【整理】
【修正】

・責務の規定に合わせて順番を
入れ替えました。

・「措置」には強制力が伴うも
のと受け取られる可能性がある
ため、文言を修正しました。

1 -

市、保護者、地域住民、施設関係者
及び事業者は、子どもへの暴力等を
防止するために必要な措置を講じる
とともに、暴力等の早期発見に努め
ます。

46 2 -

市は、子どもが暴力等を受けたとき
に、安心して相談し、及び救済を
求めることができる体制を整備しま
す。

【修正】 文言の一部を修正しました。 2 -
市は、子どもが暴力等を受けたとき
に、安心して相談や救済を求めるこ
とができる体制を整備します。

47 3 -

市、保護者、施設関係者、地域住
民及び事業者は、暴力等を受けて
いると思われる子どもを適切かつ速
やかに救済するために、子どもに関
わる関係機関と連携し、及び協力
し、必要な支援を行います。

【整理】
・責務の規定に合わせて順番を
入れ替えました。

3 -

市、保護者、地域住民、施設関係者
及び事業者は、暴力等を受けている
と思われる子どもを適切かつ速やか
に救済するために、子どもに関わる
関係機関と連携し、及び協力し、必
要な支援を行います。

48

有害又は
危険な
環境から
の保護

15 - -

市、保護者、施設関係者、地域住
民及び事業者は、子どもを犯罪、
事故、災害その他の子どもを取り巻
く有害又は危険な環境から守るため
の安全な環境づくりを進めます。

【整理】
・責務の規定に合わせて順番を
入れ替えました。

有害又は
危険な
環境から
の保護

15 - -

市、保護者、地域住民、施設関係者
及び事業者は、子どもを犯罪、事
故、災害その他の子どもを取り巻く
有害又は危険な環境から守るための
安全な環境づくりを進めます。

49 1 -

市、保護者、施設関係者及び地域住
民は、子どもが安心して自分らしく
過ごすこと及び仲間と集い様々な活
動を行うことができる居場所づくり
を進めます。

【修正なし】 - 1 -

市、保護者、施設関係者及び地域住
民は、子どもが安心して自分らしく
過ごすこと及び仲間と集い様々な活
動を行うことができる居場所づくり
を進めます。

50 2 -

市、保護者、施設関係者及び地域住
民は、子どもが自然と触れあうこ
と、様々な体験を行うこと、多様な
人と交流すること等により豊かな人
間性を育むことができる機会を提供
します。

【修正なし】 - 2 -

市、保護者、施設関係者及び地域住
民は、子どもが自然と触れあうこ
と、様々な体験を行うこと、多様な
人と交流すること等により豊かな人
間性を育むことができる機会を提供
します。

51 3 -

市、施設関係者及び地域住民は、子
どもが豊かな人間性と多様な能力を
育むことができるよう、子どもの成
長に応じた助言その他の支援を行い
ます。

【修正】 句読点を一部修正しました。 3 -

市、施設関係者、及び地域住民
は、子どもが豊かな人間性と多様な
能力を育むことができるよう、子ど
もの成長に応じた助言その他の支援
を行います。

項番
【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

権利の
侵害から
の救済

14
権利の
侵害から
の救済

14

子どもの
権利の
普及

13
子どもの
権利の
普及

14

子どもの
居場所
づくり

16
子どもの
居場所
づくり

16
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第４章　子どもの権利の保障の推進

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

52 1 -

市は、保護者が子育てをするに当た
り、必要に応じて経済的及び社会的
支援を行うとともに、施設関係
者、地域住民及び事業者と連携
し、及び協力し、保護者が子育てし
やすい環境づくりを行います。

【整理】
【追加】

・責務の規定に合わせて順番を
入れ替えました。

・第１１条（１）の規定を改め
たことに合わせて、「事業者」
を追加しました。

2 -

市は、保護者が子育てをするに当た
り、必要に応じて経済的及び社会的
支援を行うとともに、地域住民及び
施設関係者と連携し、及び協力し、
保護者が子育てしやすい環境づくり
を行います。

53 2 -

市は、障がいのある子ども、経済的
に困難な状況にある子どもその他の
困難を抱えている子ども及びその家
庭の把握に努めるとともに、施設
関係者及び地域住民と連携し、及
び協力し、当該子ども及び家庭の状
況に応じ、必要な支援を行います。

【整理】
・責務の規定に合わせて順番を
入れ替えました。

3 -

市は、障がいのある子ども、経済的
に困難な状況にある子どもその他の
困難を抱えている子ども及びその家
庭の把握に努めるとともに、地域住
民及び施設関係者と連携し、及び協
力し、当該子ども及び家庭の状況に
応じ、必要な支援を行います。

54 1 -
市は、子どもに関わる市の施策につ
いて、子どもが意見等を表明し、市
政に参画する機会を提供します。

【修正なし】 - 1 -
市は、子どもに関わる市の施策につ
いて、子どもが意見等を表明し、市
政に参画する機会を提供します。

55 2 -

施設関係者は、施設の行事、運営
等について、子どもが意見等を表
明し、参画する機会を提供するよ
う努めます。

【整理】
・責務の規定に合わせて号の順
番を入れ替えました。

2 -

地域住民は、地域活動について、子
どもが地域の一員として意見等を表
明し、参画する機会を提供するよう
努めます。

56 3 -

地域住民は、地域活動について、
子どもが地域の一員として意見等
を表明し、参画する機会を提供す
るよう努めます。

【整理】
・責務の規定に合わせて号の順
番を入れ替えました。

3 -

施設関係者は、施設の行事、運営等
について、子どもが意見等を表明
し、参画する機会を提供するよう努
めます。

57
子どもへ
の情報
発信

19 - -

市、施設関係者及び地域住民は、
子どもの市政、地域活動その他の子
どもに関わる活動（以下「市政等」
という。）への参画を促進するた
め、子どもが市政等についての理解
を深め、意見等を形成できるよう、
必要な情報を子どもの視点に立って
わかりやすく発信します。

【修正】
「大人」を構成する各主体を具
体的に列挙しました。

子どもへ
の情報
発信

19 - -

市及び大人は、子どもの市政、地域
活動その他の子どもに関わる活動
（以下「市政等」という。）への参
画を促進するため、子どもが市政等
についての理解を深め、意見等を形
成できるよう、必要な情報を子ども
の視点に立ってわかりやすく発信し
ます。

第５章　施策の推進

条見出し 条 項 号 条文 分類 備考（変更内容・理由等） 条見出し 条 項 号 条文

58 1 -

市は、子どもにやさしいまちを実現
するため、この条例に基づく子ども
に関する施策及び子どもの未来に影
響を及ぼす施策（以下「子どもに関
する施策等」という。）について、
計画を策定します。

【修正】

子どもにやさしいまちの実現と
は、子どもの権利を尊重するこ
とだけに留まらないため、文言
を修正しました。

1 -

市は、子どもの権利を尊重した子
どもにやさしいまちを実現するた
め、この条例に基づく子どもに関す
る施策及び子どもの未来に影響を及
ぼす施策（以下「子どもに関する施
策等」という。）について、計画を
策定します。

59 2 -
市は、前項の計画を策定したとき
は、これを公表します。

【修正なし】 - 2 -
市は、前項の計画を策定したとき
は、これを公表します。

60 1 -
市は、子どもに関する施策等の実施
状況について、定期的にその効果を
検証し、その結果を公表します。

【修正なし】 - 1 -
市は、子どもに関する施策等の実施
状況について、定期的にその効果を
検証し、その結果を公表します。

61 2 -

市は、前項の規定による検証を行う
に当たっては、町田市子ども・子育
て会議条例（平成２５年１０月町田
市条例第３６号）第３条第３号の規
定により町田市子ども・子育て会議
に諮問を行います。

【修正なし】 - 2 -

市は、前項の規定による検証を行う
に当たっては、町田市子ども・子育
て会議条例（平成２５年１０月町田
市条例第３６号）第３条第３号の規
定により町田市子ども・子育て会議
に諮問を行います。

計画の
策定及び
公表

20
計画の
策定及び
公表

20

項番

項番

検証 21 検証 21

【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

【新】改案（２０２３年４月２２日）パブコメ時点 変更点 【旧】第５回条例検討部会（２０２３年１月１２日）時点

子育て
家庭等へ
の支援

17
子育て
家庭等へ
の支援

7

意見表明
及び参画
の促進

18
意見表明
及び参画
の促進

18
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